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資本の状況（単体）

年月日 発行済株式総数 資本金 資本準備金
増減数 残高 増減額 残高 増減額 残高

摘要

平成14年12月 2 日 — 6,676,424.39 — 1,000,000 — 1,496,547

株式会社日本総研ホールディングズと
平成15年 2 月 3 日 86,576.53 6,763,000.92 — 1,000,000 3,069 1,499,616 の合併による普通株式の増加（合併比率

1：0.021）

有償第三者割当

平成15年 2 月 8 日 50,100 6,813,100.92 75,150 1,075,150 75,150 1,574,766
第1-12回第四種優先株式 50,100株
発行価額 3,000千円
資本組入額 1,500千円

有償第三者割当

平成15年 3 月12日 115,000 6,928,100.92 172,500 1,247,650 172,500 1,747,266
第13回第四種優先株式 115,000株
発行価額 3,000千円
資本組入額 1,500千円

第13回第四種優先株式の普通株式へ
平成15年 4 月 1 日～

8.61 6,928,109.53 — 1,247,650 — 1,747,266 の転換による当該優先株式 1株の減
平成16年 3 月31日

少、普通株式9.61株の増加

商法第 289条第 2項の規定に基づき、
平成15年 8 月 8 日 — 6,928,109.53 — 1,247,650 △499,503 1,247,762 資本準備金を減少し、その他資本剰

余金に振り替え

優先株式の普通株式への転換による
第一種優先株式32,000株減少、第三種

平成16年 4 月 1 日～
332,869.96 7,260,979.49 — 1,247,650 — 1,247,762 優先株式105,000株減少、第13回第四

平成17年 3 月31日
種優先株式 7,912株減少、普通株式
477,781.96株増加

有償第三者割当
第1回第六種優先株式 70,001株

平成17年 3 月29日 70,001 7,330,980.49 105,001 1,352,651 105,001 1,352,764 発行価額 3,000千円
資本組入額 1,500千円

優先株式の普通株式への転換による
平成17年 4 月 1 日～

922,593.28 8,253,573.77 — 1,352,651 — 1,352,764 第 13回第四種優先株式 107,087株減
平成18年 3 月31日

少、普通株式1,029,680.28株増加

有償一般募集
普通株式 80,000株

平成18年 1 月31日 80,000 8,333,573.77 45,220 1,397,871 45,220 1,397,984 発行価額 1,130千円
資本組入額 565千円

有償第三者割当
普通株式 40,700株

平成18年 2 月28日 40,700 8,374,273.77 23,005 1,420,877 23,005 1,420,989 発行価額 1,130千円
資本組入額 565千円

優先株式の取得及び消却による第一
平成18年 5 月17日 △68,000 8,306,273.77 — 1,420,877 — 1,420,989 種優先株式 35,000株減少、第二種

優先株式 33,000株減少

会社法第 448条第 1項の規定に基づ
平成18年 8 月11日 — 8,306,273.77 — 1,420,877 △1,000,000 420,989 き、資本準備金を減少し、その他資

本剰余金に振り替え

SMBCフレンド証券株式会社の完全
平成18年 9 月 1 日 249,015 8,555,288.77 — 1,420,877 221,365 642,355 子会社化に係る株式交換による普通株

式の増加（交換比率 1：0.0008）

優先株式の取得及び消却による第二
平成18年 9 月 6 日 △67,000 8,488,288.77 — 1,420,877 — 642,355

種優先株式67,000株減少

優先株式の取得及び消却による第三種
優先株式500,000株減少、第三種優先

平成18年 9 月29日 △439,534 8,048,754.77 — 1,420,877 — 642,355 株式に係る取得請求権の行使による普
通株式60,466株増加

優先株式の取得及び消却による第三
平成18年10月11日 △195,000 7,853,754.77 — 1,420,877 — 642,355

種優先株式195,000株減少

■資本金及び発行済株式総数 （単位　株、百万円）
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発行済株式の内容（平成19年3月31日現在）
普通株式 7,733,653.77株
第1回第四種優先株式 4,175株
第2回第四種優先株式 4,175株
第3回第四種優先株式 4,175株
第4回第四種優先株式 4,175株
第5回第四種優先株式 4,175株
第6回第四種優先株式 4,175株
第7回第四種優先株式 4,175株
第8回第四種優先株式 4,175株
第9回第四種優先株式 4,175株
第10回第四種優先株式 4,175株
第11回第四種優先株式 4,175株
第12回第四種優先株式 4,175株
第1回第六種優先株式 70,001株
計 7,853,754.77株

上場証券取引所名 東京証券取引所（市場第一部） 大阪証券取引所（市場第一部）
名古屋証券取引所（市場第一部）

■株式の総数等

区分 株主数 所有株式数 割　合

外国法人等（個人以外） 1人 4,175株 100.00%

計 1 4,175 100.00

②第1回第四種優先株式

区分 株主数 所有株式数 割　合

外国法人等（個人以外） 1人 4,175株 100.00%

計 1 4,175 100.00

③第2回第四種優先株式

区分 株主数 所有株式数 割　合

外国法人等（個人以外） 1人 4,175株 100.00%

計 1 4,175 100.00

④第3回第四種優先株式

区分 株主数 所有株式数 割　合

政府及び地方公共団体 6人 4,751株 0.06%
金融機関 470 2,345,415 30.43
証券会社 114 110,908 1.44
その他の法人 7,490 1,425,270 18.49
外国法人等（個人以外） 1,033 3,130,016 40.60
外国法人等（個人） 35 114 0.00

個人その他 163,012 692,309 8.98

計 172,160 7,708,783 100.00

端株の状況 — 24,870.77 —

■所有者別状況

①普通株式

（注）1. 自己株式67,855.95株は｢個人その他｣に67,855株、｢端株の状況｣に0.95株含まれております。
2.「その他の法人｣欄には、証券保管振替機構名義の株式が、532株含まれております。

区分 株主数 所有株式数 割　合

外国法人等（個人以外） 1人 4,175株 100.00%

計 1 4,175 100.00

⑤第4回第四種優先株式

区分 株主数 所有株式数 割　合

外国法人等（個人以外） 1人 4,175株 100.00%

計 1 4,175 100.00

⑥第5回第四種優先株式

区分 株主数 所有株式数 割　合

外国法人等（個人以外） 1人 4,175株 100.00%

計 1 4,175 100.00

⑦第6回第四種優先株式

区分 株主数 所有株式数 割　合

外国法人等（個人以外） 1人 4,175株 100.00%

計 1 4,175 100.00

⑧第7回第四種優先株式

区分 株主数 所有株式数 割　合

外国法人等（個人以外） 1人 4,175株 100.00%

計 1 4,175 100.00

⑨第8回第四種優先株式
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株主名 所有株式数 持株比率

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 442,347.00株 5.71%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 397,852.00 5.14

ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン
（常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀行　兜町証券決済業務室）

193,039.00 2.49

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103
（常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀行　兜町証券決済業務室）

164,808.00 2.13

日本生命保険相互会社 154,667.42 1.99

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 133,979.00 1.73

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー
（常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀行　兜町証券決済業務室）

114,571.00 1.48

株式会社三井住友銀行 100,481.00 1.29

ジェーピーエムシービー ユーエスエー レジデンツ ペンション ジャスデック レンド 385051
（常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀行　兜町証券決済業務室）

91,511.00 1.18

メロン バンク エヌエー アズ　エージェント フォー　イッツ　クライアント メロン オムニバス　
ユーエス　ペンション（常任代理人　香港上海銀行東京支店　カストディ業務部）

83,621.00 1.08

計 1,876,876.42 24.26

■大株主

①普通株式

株主名 所有株式数 持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・
インク（常任代理人ゴールドマン・ 4,175株 100.00%
サックス証券株式会社）

②第1回第四種優先株式

区分 株主数 所有株式数 割　合

外国法人等（個人以外） 1人 4,175株 100.00%

計 1 4,175 100.00

⑪第10回第四種優先株式

区分 株主数 所有株式数 割　合

外国法人等（個人以外） 1人 4,175株 100.00%

計 1 4,175 100.00

⑫第11回第四種優先株式

区分 株主数 所有株式数 割　合

外国法人等（個人以外） 1人 4,175株 100.00%

計 1 4,175 100.00

⑬第12回第四種優先株式

区分 株主数 所有株式数 割　合

金融機関 4人 70,001株 100.00%

計 4 70,001 100.00

⑭第1回第六種優先株式

株主名 所有株式数 持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・
インク（常任代理人ゴールドマン・ 4,175株 100.00%
サックス証券株式会社）

株主名 所有株式数 持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・
インク（常任代理人ゴールドマン・ 4,175株 100.00%
サックス証券株式会社）

③第2回第四種優先株式

④第3回第四種優先株式

株主名 所有株式数 持株比率
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・
インク（常任代理人ゴールドマン・ 4,175株 100.00%
サックス証券株式会社）

株主名 所有株式数 持株比率
ジーエスエスエムホールディングツー
コープ（常任代理人ゴールドマン・ 4,175株 100.00%
サックス証券株式会社）

⑤第4回第四種優先株式

⑥第5回第四種優先株式

株主名 所有株式数 持株比率
ジーエスエスエムホールディングツー
コープ（常任代理人ゴールドマン・ 4,175株 100.00%
サックス証券株式会社）

⑦第6回第四種優先株式

区分 株主数 所有株式数 割　合

外国法人等（個人以外） 1人 4,175株 100.00%

計 1 4,175 100.00

⑩第9回第四種優先株式
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（注）1. 株式会社三井住友銀行が所有している普通株式につきましては、会社
法施行規則第67条の規定により議決権の行使が制限されております。

2. キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント･カンパニーから平成
18年5月15日付で株券等の大量保有の状況に関する大量保有報告書の
提出があり、平成18年4月30日現在で以下の普通株式を保有してい
る旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質
所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めており
ません。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

3. ゴールドマン・サックス証券株式会社から平成19年1月22日付で株
券等の大量保有の状況に関する変更報告書及び平成19年2月15日付
で当該報告書に対する訂正報告書の提出があり、平成19年1月15日
現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社
として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないので、
上記大株主の状況には含めておりません。
なお、訂正報告書の内容は次のとおりであります。

株主名 所有株式数 持株比率
ジーエスエスエムホールディングツー
コープ（常任代理人ゴールドマン・ 4,175株 100.00%
サックス証券株式会社）

⑧第7回第四種優先株式

⑪第10回第四種優先株式

⑫第11回第四種優先株式

⑬第12回第四種優先株式

⑨第8回第四種優先株式

⑩第9回第四種優先株式

株主名 所有株式数 持株比率
ジーエスエスエムホールディングツー
コープ（常任代理人ゴールドマン・ 4,175株 100.00%
サックス証券株式会社）

株主名 所有株式数 持株比率
ジーエスエスエムホールディングツー
コープ（常任代理人ゴールドマン・ 4,175株 100.00%
サックス証券株式会社）

株主名 所有株式数 持株比率
ジーエスエスエムホールディングツー
コープ（常任代理人ゴールドマン・ 4,175株 100.00%
サックス証券株式会社）

株主名 所有株式数 持株比率
ジーエスエスエムホールディングツー
コープ（常任代理人ゴールドマン・ 4,175株 100.00%
サックス証券株式会社）

株主名 所有株式数 持株比率
ジーエスエスエムホールディングツー
コープ（常任代理人ゴールドマン・ 4,175株 100.00%
サックス証券株式会社）

⑭第1回第六種優先株式
株主名 所有株式数 持株比率
住友生命保険相互会社 23,334株 33.33%

日本生命保険相互会社 20,000 28.57

三井生命保険株式会社 16,667 23.81

三井住友海上火災保険株式会社 10,000 14.29

計 70,001 100.00

株主名 所有株式数 持株比率
キャピタル・リサーチ・アンド・

387,480株マネージメント・カンパニー
（共同保有者分を含む。）

5.22%
（他共同保有者4名）

株主名 所有株式数 持株比率
ゴールドマン・サックス 117,680株
証券株式会社 （共同保有者分を含む。 1.50%
（他共同保有者6名） 潜在株式15,520株を含む。）
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■新株予約権等の状況
当社は平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。

平成19年3月31日現在

新株予約権の数 1,116個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 —

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 1,116株

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり　669,775円

新株予約権の行使期間 平成16年6月28日から平成24年6月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 発行価格　　669,775円
株式の発行価格及び資本組入額 資本組入額　334,888円

新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は、権利行使時において当社または株式会社三井住友銀行の役職
員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当
社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社または株式会社三井住友
銀行の役職員の地位を失った後も5年間に限り新株予約権を行使できる。
②新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を行使できる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 —

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 —

（注）1. 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株であります。
2. 払込金額は、新株予約権発行後に当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合（新株予約権の行使による場合を除く）は、次の算式により調
整される。ただし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

新発行株式数×1株当たり払込金額既発行株式数+
1株当たり時価調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数+新発行株式数
また、払込金額は、株式の分割または併合の際にも適宜調整される。

■ストック・オプション制度の内容
株式会社三井住友銀行が、平成14年6月27日開催の第1期定時株主総会の特別決議に基づいて平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第
280条ノ21の規定に基づく新株予約権1,620個を発行しておりましたが、平成14年8月29日開催の取締役会において、同行の新株予約権
者の利益を従来どおり確保する観点から、株式会社三井住友フィナンシャルグループが株式移転に際し、同行の発行した新株予約権1,620
個に係る義務を次のとおり承継することを決定いたしました。また、上記新株予約権1,620個に係る義務を当社が承継することについて、
同行の平成14年9月26日開催の第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式及び第五種優先株式に係る種類株主総会並びに平成14年9
月27日開催の臨時株主総会（普通株式に係る種類株主総会を兼ねる。）において、承認可決されました。
当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日 平成14年6月27日

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の役職員　677人

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 1,620株

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり　673,000円

新株予約権の行使期間 平成16年6月28日から平成24年6月27日まで

新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は、権利行使時において当社または株式会社三井住友銀行の役職
員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当
社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社または株式会社三井住友
銀行の役職員の地位を失った後も5年間に限り新株予約権を行使できる。
②新株予約権者が死亡した場合には、その相続人が新株予約権を行使できる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 —

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 —

（注）1. 決議年月日は、株式会社三井住友銀行における発行決議日を記載しております。
2. 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は１株であります。
3. 払込金額は、新株予約権発行後に当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合（新株予約権の行使による場合を除く）は、次の算式により調
整される。ただし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

新発行株式数×1株当たり払込金額既発行株式数+
1株当たり時価調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数+新発行株式数
また、払込金額は、株式の分割または併合の際にも適宜調整される。
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区分 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

最高株価 452,000 780,000 854,000 1,370,000 1,390,000

最低株価 206,000 162,000 599,000 659,000 1,010,000

■最近5年間の事業年度別最高・最低株価 （金額単位　円）

（注）1. 上記は普通株式の株価であり、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2. 各種優先株式は、いずれも証券取引所に上場されておりません。

区分 平成18年10月 平成18年11月 平成18年12月 平成19年1月 平成19年2月 平成19年3月

最高株価 1,340,000 1,320,000 1,250,000 1,290,000 1,220,000 1,160,000

最低株価 1,220,000 1,120,000 1,190,000 1,200,000 1,100,000 1,010,000

■最近6カ月間の月別最高・最低株価 （金額単位　円）

（注）1. 上記は普通株式の株価であり、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2. 各種優先株式は、いずれも証券取引所に上場されておりません。




